
様式第１号（第６条関係）  

  

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金交付申請書 

 

  年    月    日  

四條畷市長  あて 

 

住  所 

申請者 氏  名 

電話番号  

 

 四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金の交付について、四條畷市

若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金交付要綱第６条の規定により、次のと

おり必要書類を添えて申請します。 

建築物の概要 

（該当項目に☑） 

建築物の所在地

（地番） 
四條畷市 

所有者 （共有者 □有・□無） 

建物形式 
□一戸建て住宅  □長屋住宅  □集合住宅  

□併用住宅 

階数 地上   階 ・ 地下   階 

建築面積                 ㎡ 

延床面積                 ㎡ 

建築年月日     年    月    日 

工事の概要 工事予定額 金                 円 

工事予定期間 年  月  日 から   年   月  日 

加算要件 

（該当項目に☑） 

□補助対象住宅が空き家の場合（上限４０万円） 

□補助対象者が申請日直前の１０年間のうち、通算５年以上、本市に在

住していた場合（上限２０万円） 

□親が継続して１年以上市内に居住している場合（上限２０万円） 

□補助対象者が申請日時点で、市外の住宅に居住している場合（上限１

０万円） 



添付書類 

（該当項目に☑） 

□補助対象住宅の所有権を証する書類（登記事項証明書等） 

□世帯全員の住民票の写し 

□補助対象住宅の所在地、専ら自己の居住の用に供される部分の床面積及

び建築年次が分かる書類（建築確認済証の写し等） 

□昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築された住宅であって、耐震改修済みで

ある場合は、耐震改修済みであることが分かる書類 

□現況図（リフォーム工事に係る平面図等） 

□外観写真（リフォーム工事前の状況・現況） 

□リフォーム工事に要する経費に係る見積明細書の写し 

□リフォーム工事工程表 

□世帯員全員分の市税の非課税証明書及び完納証明書等 

□空き家の場合は、空き家であることが分かる書類（電気、ガス、水道等

の閉栓日が分かる書類等） 

□申請日直前の 10 年間のうち、通算 5年以上、本市に在住していた場合

は、在住していたことが分かる書類（住民票の写し、戸籍の附票等） 

□親の住民票の写し（親等が継続して１年以上市内に居住している場合に

限る） 

□戸籍全部事項証明書（親等が継続して１年以上市内に居住している場合

に限る） 

□誓約書 

□申請者のほかに補助対象住宅の所有者がいる場合は、その全員の同意書 

□委任状（申請者以外が申請手続きをする場合に限る） 

□その他（                   ） 

誓約・同意事

項 

1. 補助対象住宅に係る紛争等が生じた場合、責任を持って解決し、四條

畷市に一切の損害を与えないこと。 

2. 世帯員の住基情報、税務関係資料、登記事項、水道の閉栓状況等につ

いて四條畷市が調査すること並びに関係機関等に調査することに同

意すること。 

3. 四條畷市暴力団排除条例（平成 24年四條畷市条例第 11 号）第 2 条第

2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

でないこと。 

4. 補助金の交付を受けた日から、10年以上定住する意思があること。 

 

氏 名            （自署） 

備考 

 

 

 

  



様式第２号（第７条関係） 

                                                                

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金交付決定通知書 
 

   第     号 
                                   

年  月  日 
 
 

 様 
     
 
                                    四條畷市長   
 
  年  月  日付けで申請のあった四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅
リフォーム補助金については、下記のとおり交付することに決定したので、四
條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金交付要綱第７条第１項の
規定により通知します。 
 

記 
 

１ 建築物の所在地   四條畷市 

 

２ 補助金交付決定額   金         円 

 

３ 交付予定時期    リフォーム工事終了後補助金の額が確定次第交付する。 

 

４ この補助金の対象となるものは、交付申請書記載のとおりとする。 

 

５ 注意事項 

（1） この通知を受けた日から３０日以内にリフォーム工事に着手し、着手し

たときは直ちに四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム工事着

手届（様式第4号）を提出してください。 

（2） リフォーム工事の内容を変更しようとするときは、速やかに四條畷市若

者世帯等定住促進既存住宅リフォーム工事内容変更承認申請書（様式第5

号）を提出してください。 

（3） リフォーム工事を中止しようとするときは、速やかに四條畷市若者世帯

等定住促進既存住宅リフォーム工事中止届（様式第７号）を提出してくだ

さい。 

（4） 補助金交付決定額は、リフォーム工事終了後その額が確定するまでに変

更することがあります。 

（5） リフォーム工事完了後は、規定の期日までに四條畷市若者世帯等若者世

帯等定住促進既存住宅リフォーム工事完了報告書（様式第８号）を提出し

てください。 

（6） 四條畷若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金交付要綱の規定に

違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがあり

ます。  



様式第３号（第７条関係） 
 

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金 
不交付決定通知書 

 
 

第          号 
                            年  月  日 
 
 
            様 
 
 
                                      四條畷市長   
 
 
 
    年  月  日付けで申請のあった下記建築物の若者世帯等空き家利
活用補助金については、次の理由により不交付の決定をしたので、四條畷市若
者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金交付要綱第７条第２項の規定によ
り通知します。 
 
 
 

記 
 
 
 
１ 建築物の所在地 
 
 
２ 不交付の理由 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



様式第４号（第８条関係） 

 

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム工事着手届 

 

  年    月    日  

 

四條畷市長  あて 

  

住  所 

届出者  氏  名 

電話番号 

  

     年  月  日付け     第     号により交付決定を受けた下記建物の

リフォーム工事を着手しましたので、四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォ

ーム補助金交付要綱第８条の規定に基づき、届け出ます。  

  

記  

 

 

建築物の所在地（地番） 四條畷市 

着 手 日 年    月    日  

完 了 予 定 日 年    月    日  

備 考  

 

  



様式第５号（第９条関係） 

 

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム工事 

内容変更承認申請書 

 

  年    月    日  

 

四條畷市長  あて 

 

住  所 

申請者  氏  名 

電話番号  

  

    年  月  日付け     第     号により交付決定を受けた下記建物のリ

フォーム工事について、内容を変更したいので、四條畷市若者世帯等定住促進既存

住宅リフォーム補助金交付要綱第９条第１項の規定に基づき、必要書類を添えて

申請します。  

  

記  

  

建築物の所在地（地番） 四條畷市 

変更内容等    

変更理由    

添付書類  

□交付決定通知書の写し  

□変更内容が分かる書類  

□変更工事費内訳明細書  

☐その他（                 ）  

 

  



様式第６号（第９条関係） 

 
四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム工事 

内容変更承認通知書 
 

第     号 
                            年  月  日 
 
  
            様 
 
 
                                     四條畷市長   
 
                                                                  
   年  月  日付けで申請のあった下記建築物の若者世帯等定住促進既
存住宅リフォーム工事の内容変更については、下記のとおり決定しましたので、
四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金交付要綱第９条第２項
の規定により通知します。 
 
 
 

記 
 
 
 
１ 建築物の所在地        四條畷市 
 
２ 補助金変更交付決定額   金          円 
 
３ この補助金の対象となるものは、四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リ

フォーム工事内容変更承認申請書記載のとおりとする。 
 
４ そ の 他 
 
 

 

  



様式第７号（第１０条関係） 

 

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム工事中止届 

 

  年    月    日  

 

四條畷市長  あて 

 

住  所 

届出者  氏  名 

電話番号 

 

    年  月  日付け     第     号で交付決定を受けたリフォーム工事

について、中止したいので、四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助

金交付要綱第１０条第１項の規定に基づき、必要書類を添えて届け出ます。  

  

記  

  

建築物の所在地（地番） 四條畷市 

中止理由    

添付書類  
□交付決定通知書の写し  

☐その他（                 ）  

 

  



様式第８号（第１１条関係） 

 

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム工事完了報告書  

 

  年    月    日  

 

四條畷市長  あて 

 

住  所 

報告者  氏  名 

電話番号 

 

 

    年  月  日付け     第     号により交付決定を受けた下記建物の

リフォーム工事について、完了しましたので、四條畷市若者世帯等定住促進既存住

宅リフォーム交付要綱第１１条の規定に基づき、必要書類を添えて報告します。  

  

建築物の所在地（地番） 四條畷市 

工事完了日 年   月   日 

工事実施期間 年   月   日から    年   月   日まで  

添付書類  

□世帯全員の住民票の写し（交付申請後に、補助対象住宅

に転居した場合に限る）  

□リフォーム工事完了後の写真  

□リフォーム工事費内訳明細書の写し  

□リフォーム工事請負契約書の写し  

□リフォーム工事に要した費用の領収書の写し  

□その他（                   ）  

 

  



様式第９号（第１２条関係） 
 

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金 
交付額確定通知書 

 
第          号 

                            年  月  日 
 
                                                                    

                      
 
            様 
 
 
                                    四條畷市長  
 
 
 

年  月  日付けでリフォーム工事の完了報告のあった下記建築物に対
する四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金については、下記の
とおり交付額を確定したので、四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム
補助金交付要綱第１２条の規定により通知します。 
 
 
 

記 
 
 
 
１ 建 築 物 の 所 在 地 
                                         
２ 補 助 金 交 付 確 定 額     金           円  
 
 
 
 
 
 

  



様式第１０号（第１３条関係） 
 

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金請求書 
 

年   月   日   

 
 

四條畷市長  あて 

 

 

住  所 

請求者  氏  名         ㊞ 

電話番号  

 

 

年  月  日付け   第   号により四條畷市若者世帯等定住促進

既存住宅リフォーム補助金交付額確定通知があった四條畷市若者世帯等定住促進既

存住宅リフォーム補助金について、四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム

補助金交付要綱第１３条の規定により、下記のとおり請求します。 

記 

 

 補助金請求額 

 

請求金額 

百万 十万 万 千 百 十 円 

※請求金額を訂正・改ざんした場合は無効となります。          

 

 振込先 

取扱金融機関名 
銀行  信組 

信金  農協          支店 

口座番号 普通・当座         

フリガナ   

口座名義人  

 

  



様式第１１号（第１５条関係） 

 

四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金返還命令書 
                                                                  

                        第          号 
                            年  月  日 

  
 

            様 
 
 
 
                                     四條畷市長 
   
 
 

年  月  日付け    第   号で交付の決定を行った、下記
建築物に対する四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金につい
ては、四條畷市若者世帯等定住促進既存住宅リフォーム補助金交付要綱第１５
条の規定により、下記のとおり返還を命じます。 
 
 

記 
 
 
１ 建 築 物 の 所 在 地 
 
２ 返 還 命 令 額  金          円 

（補助金交付確定額）   金          円 
   （既に交付した額）   金          円 
 
３ 返 還 期 限       年   月  日 
 
４ 返 還 方 式     別紙納入通知書による 
 
５ 通知の年月日及び番号     補助金交付決定通知 
                            年  月  日付け   第   号 

 

 


